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第5章　整備基本計画（第1期）
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（4）その他
　唐人町跡の調査では、町屋の跡が確認されている。整備に先立ち、全域の発掘調
査により建物跡の全容を確認し、歴史資料などを参考にしながら建物復元の検討を
行っていく。建物の復元が難しい場合でも、唐人町特有のまちなみを体感できるよ
う、公園や施設の整備について関係者と協議を行っていく。

（5）復元整備の基本方針
　以上が大友氏館跡第 1 期整備完了に向けての復元整備に関する基本的な考え方
である。現状での検討状況を踏まえた対象遺構についての内容と復元整備に向けて
の考え方について、表 5-1 ～ 3 にまとめた。特に表中には、復元整備に関する方向
性をＡからＤの 4 段階で示している。各段階の考え方については下記のとおりで
ある。
　Ａ． 立体復元の検討を積極的に進める。また検討したうえで立体復元が困難であっ

ても、平面表示または遺構表現を兼ねた便益施設としての活用の検討も含め
て復元整備を目指すもの。

　Ｂ． 立体復元は困難であるが、平面表示や便益施設としての活用も兼ねた整備を
行うもの。

　Ｃ． 整備基本構想のゾーニング等により、立体復元の対象としないが、可能な限
り平面表示等の検討を行うもの。

　Ｄ． 遺構の残存状況や遺構規模等が不明で表現も困難なもの。ただし概ね推定で
きる遺構はガイダンス施設等で模型やＣＧなどでの表現を検討するもの。

　以上の考え方をもとに、復元検討を行うが、今後の調査研究等の進展による遺構
の再評価によって、段階の変更もあり得る点に留意が必要である。
　また必要であれば、表に示す遺構の他、たとえば各機能を分かつ空間の境目等で
遺構として認識できない遮蔽物等の復元に関しても、全体景観を踏まえながら立体
復元を検討していく。
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図 5-11　大友館周辺の動線
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図 5-12　第 1期整備範囲動線計画図
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図 5-15　案内施設配置計画図
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図 5-16　案内サイン設置基準（「大分市公共サインガイドライン」56・96 頁）
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図 5-18　歴史文化観光拠点施設の機能
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